
広報　おのまち　6

　子ども手当を受給されている方は、毎年６月
に現況届を提出することになっています。これ
は、受給者の健康保険の加入状況や児童の扶養
状態などを確認するためのものです。
　この現況届を提出しなければ、６月以降の手
当が支給されません。
　次により忘れずに提出してください。

●提出日時
　６月22日（火）午前９時～午後５時
　６月23日（水）午前９時～午後７時

●提出場所
　役場第二会議室（役場庁舎内）

●その他
　手当を受給されている方には個別に通知して
いますので、必要書類を確認の上、提出してく
ださい。　
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　公立小野町地方綜合病院は、小野町、田村市、平田村、いわき市、川内村を構成市町村とす
る公立病院です。
　これまでは、運営の母体として５つの市町村で構成する「公立小野町地方綜合病院組合」が設
置され、運営の責任者はこの市町村長の中から選任されていました。しかし、この４月からは
運営責任をより明確にし、そこに勤務する職員が主体性を持った中で病院需要に臨機に対応で
きるよう、従来の運営責任者に代わって専任の運営責任者職（企業長）が設けられ、病院運営の
主体も「公立小野町地方綜合病院企業団」となりました。

企業長あいさつ

　本院は地域唯一の総合病院として、近隣に
不足する眼科・耳鼻科などの外来診療、人工
透析治療や入院診療に対応し、訪問診療や訪

公立小野町地方綜合病院企業団
 企業長　藤井　文夫

問看護による在宅医療支援を行うほか、老人
福祉施設、介護サービス事業所などとの連携
を図るなど、地域の皆さまの生活安全の支え
として一翼を担っています。
　公立の病院運営は、採算性と併せて公共性
の確保が同時に求められています。公立病院
の使命から採算のとれない業務もあります
が、今後も、地域医療の充実に貢献していく
ために、無駄のない効率的病院運営を行う必
要があります。
　新たな組織により運営される病院は、今ま
での診療科目などに変わりはありませんが、
これまで以上に柔軟な発想や行動力を持っ
て、職員が一丸となり病院運営に取り組んで
まいります。

公立小野町地方綜合病院の運営主体が変わりました

　日本脳炎予防接種は平成17年から接種を控
えていましたが、今年の４月から接種すること
ができるようになりました。　　　
　ただし、ワクチンが接種対象者すべての方の
必要量に満たないため、今年度中に３歳になる
お子さんを対象に予防接種を進めることになり
ました。（別表参照）
　対象の方には、５月末に予診票などを郵送し
ましたので、同封の通知をよく読み、必ず医療
機関に予約をしてから受診してください。
　なお、接種費用は全額公費負担です。
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別表
予防接種の種類 日本脳炎予防接種

接 種 回 数 ２回（１回目接種後６日から28日の間
に２回目を接種）

接種対象者 今年の４月から来年３月末までに３歳
になるお子さん

子ども手当
　現況届を忘れずに！ 今年の４月以降に３歳になるお子さんは

予防接種を受けましょう！

日本脳炎予防接種のお知らせ


